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問題の所在

　EU改革条約たるリスボン条約は、同機構と
構成国との関係を従来以上に緊密に結びつける
こととなった。機構としての意思決定権限が強
化されたことで、EUは経済統合を主とした目
的達成に向けて、構成国をより強く規律できる
ようになったといえる。このことは、従来の国
際機構の実践と比べてきわめて先駆的である。
機構法としての諸条約等を通じて各構成国の国
内法が規律されていく実践からは、国際法と国
内法の対立が止揚されつつ、国家間の共通意思
としての国際法が主導となって欧州地域の法が
一元化されていく過程が窺える。
　この点について、第二次世界大戦後の復興期

より、国際機構を通じた国際法と国内法の関係
を国家の基本法たる憲法で明確にしてきたのが、
ドイツ連邦共和国である。戦後間もない1949年
に制定されたドイツ連邦共和国基本法は、ドイ
ツ憲政史上初めて国際社会に対して開かれた姿
勢を示そうとした。例えば、基本法第25条は一
定の国際法原則が連邦法であることを認めた上
で、これらが国内法律に優先して直接的に権利
義務を生じさせるとする。これは基本法が「国
際法への友好性原則」に基づいていることの、
直接的な表現であると解される。また、関連す
る規定として、第24条では国家の一定権限を国
際機構に委譲することができるとしている。近
年では、1992年に新設された第23条において、
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欧州連合のための諸原則が規定されている1。
　しかし、国内法律に優先する国際法の範囲は
予め国内立法で定められておらず、国内裁判に
おいて個々に確認されてきたにすぎない。さら
に、これを基礎付ける「国際法への友好性原則」
概念自体も明確性に乏しく曖昧である。それゆ
えに、ドイツが自らの意思決定権限を国際機構
に委ねることにはまた、きわめて多くの困難が
伴ってきた。特に、この問題が顕著に表れたの
がEUにおける基本権保障の分野である。した
がって、本稿ではかかる分野における国家主権
の委譲問題の検証を通じて、ドイツ基本法にお
ける「国際法への友好性原則」の意義と問題点
について法比較的な観点から基礎的考察を試み
ることとする。

Ⅰ　ドイツ基本法における「国際法への友好性

原則」と主権委譲

１．「国際法への友好性原則」に基づく「国際

法の一般原則」の位置づけ

（１）　ドイツ基本法における「国際法への友好
性原則」

　国際法は、一般に国家間関係を規律する規則
の総体として理解されている。18世紀後半以降
の国際社会とは、いち早く産業革命を経て国家
間関係が緊密化されたヨーロッパを中心として
展開されてきた。形成期における近代市民社会
では、私的自治を旨とした資本主義構造の安定
性を確保するために、経済的側面の予測可能性
と、政治的側面の合理的支配が要請されていた
といえる。このため、社会的事実に基づく形式
上の明確性、客観性および合理性を備えた実定
法が高度に発達することとなり、その完結性を
旨とした法実証主義が台頭するに至った。一般
国際法においても、特に19世紀以降は法実証主
義に基づく国際法学（実定国際法学）が、今日
まで理論および実務の中核を担ってきている。

したがって、国際司法裁判所（ICJ）規程第38条
１項に代表されるように、実定国際法学が厳密
に国際法として認識する法素材（法源）とは、
法の存在形式としての「条約」および「慣習国
際法」に限定して捉えられてきたのである2。そ
して、ドイツは従来から国家制定法を基本とし
た厳密な法実証主義を採用してきたことから、
いわゆる大陸法系の代表国として位置づけられ
てきた。
　今日の国家間関係を形成する上で、主たる役
割を果たしているのが条約である。条約の受容
に関するドイツ基本法上の根拠としては、第59
条２項が挙げられる。すなわち、「連邦の政治
的関係を規律し、又は、連邦の立法の対象に関
わる条約は、それぞれの連邦の立法について権
限を有する機関の、連邦法律の形式での同意又
は協力を必要とする」。したがって、同項に該
当する場合、国内において実際に実施されるの
は当該条約自体ではなく、新たに制定された国
内法である。また、この場合の条約とは、「国
家の存立、国家領域の不可侵性、国家の独立性、
国家の地位および重要な影響力」を内容的に扱
うものとされる3。当該条約を国内法として受
容する場合、連邦衆議院および参議院を通じて
新しく国内法の形式で規定されることになる。
これを「条約法律（Vertragsgesetz）」と呼ぶ4。
また、内容的に解釈を誤りやすい部分を含む条
約については、基本法第77条を考慮して「同意
法律（Zustimmungsgesetz）」の形で発せられ
る5。よって、第59条２項の場合における条約
の実施手続きに照らすならば、ドイツにおける
条約の受容形態とは、基本的には新たな国内立
法措置を必要とする「変型（Transformation）」
体制として理解することができる。
　その一方で、「連邦法の構成部分としての国
際法」について定めているのが、基本法第25条
である6。これは、上述した第59条２項の国際
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法とは異なる概念として把握される。第25条に
よれば、「国際法の一般的諸原則（Die allgemeinen 
Regeln des Völkerverrecht）は連邦法の構成
部分である。それらは、法律に優先し、連邦領
域の住民に対して直接に権利・義務を生ぜしめ
る」。これは第二次大戦後にドイツがその憲政
史上初めて国際法に対して国内法を開こうとし
た姿勢の表れだと解されており、開かれた基本
法 の 姿 勢 は、「 国 際 法 に 対 す る 友 好 性
（Völkerrechtsfreundlichkeit）」と称されている7。
この点について連邦憲法裁判所は、「基本法が
組織する当該国家の国際法秩序への編入」を前
提としている、と判示する8。また、基本法は
第25条が規定する「国際法の一般原則」の中で
も特に条約に関するものについては、特別の「国
際法に対する友好性」への責務を負っていると
される9。同様の観点から、国際法への友好性の
原則は、第24条の「国際的な協働（internationale 
Zussamenarbeit）」原則および第26条の「諸国
民の平和的共存（das friedliche Zussamen-leben）」
の原則と密接に関わっていると解されるのであ
る。
　したがって、ドイツにおける国際法の受容に
は、国内立法化される個別条約を介した「変型
（Transformation）」、と「国際法の一般原則」
としての直接的な「受容（Rezeption）」という
２つの態様が存在するといえる。

（２）　基本法第25条としての「国際法の一般原
則」

　ここにおいて、基本法第25条１文における国
際法とは、「連邦法の構成部分」としての「国
際法の一般原則」を意味する。これは第59条２
項のように個別事例毎に当事国間を拘束する国
際法ではなく、国際法の中であらゆる事例につ
いて普遍的に国家を拘束する一般原則として把
握できる。そして、第２文によれば、当該原則

は国内立法措置を経ずにドイツの国内法律に優
先して連邦領域の住民を直接的に規律する。こ
のことからドイツ国内法における「国際法の一
般原則」とは、憲法たる基本法よりは下位に、
また国内法律よりは上位に位置づけられた、優
先的連邦法としての特性を有していると理解で
きる。また、「国際法の一般原則」とは、例え
ば過半数の国家に一般的に適用されたり、さら
に「はるかに大多数の国家」が認めたりするよ
うなものを意味する。この場合、ドイツによる
明示的な承認は問題とならない。しかし、当初
から一貫して承認を拒否している場合には、ド
イツは国際法上拘束されることはないとされる10。
　なお、実際に国内裁判で適用された原則とし
ては、「属地主義原則（Territorialitätsprinzip）」、
「治外法権（Immunität）」、「外交官（Diplomaten）」
の接受などが挙げられる11。また、私人をめぐ
る裁判を通じて適用された原則としては、「権
利 保 護（Rechtsschutz）」、「 犯 罪 人 引 渡 し
（Auslieferung）」等が挙げられる12。
　次に、「国際法の一般原則」は、条約および
慣習国際法と次のような関係にあると解されて
いる。慣習国際法は一般法として、条約以上の
普遍性を有すると解されている。ドイツ基本法
において、慣習国際法を直接的に規定した文言
は存在しない。しかし、それは決して消極的な
意味としてではなく、むしろ、慣習国際法が国
際法の一般原則としてすでに理解されていると
いう意味で捉えられるべきである、と指摘され
る13。
　これに対し、条約とは個別主権国家間の明示
的な合意であり、第三国に対する一般的な効力
は欠けている。そのため、仮に多数国間条約で
あったとしても、条約自体は普遍性をもった「国
際法の一般原則」には属さない14。もっとも、
一定の多数国間条約は第25条に当てはまるよう
な慣習法的原則を含みうる、とも指摘される。
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その際に前提となるのは、当該原則が条約とし
て適用されているのみならず、慣習国際法とし
ても一般的に適用されているということである。
さらに、双方が衝突した場合に条約は慣習法に
対して優先するが、それは慣習国際法が例外的
に強行的な国際法としては位置づけられない限
りにおいてである15。
　なお、条約、慣習国際法に次いで、ICJ 規程
第38条１項 cでは「文明国が認めた法の一般原
則」を規定している。ただし、従来から同原則
は実定国際法の形式的法源とは区別されてきた。
同原則は、基本法第25条の「国際法の一般原則」
とは異なる概念である。
　「法の一般原則」が初めて国際司法裁判上の
裁判基準として明文化されたのは、1920年の常
設国際司法裁判所（PCIJ）規程においてである。
これは、実定国際法の欠缺による「裁判不能
（non liquet）」を回避するため、いわば妥協的
に導入された法概念といえる。本原則は国際連
盟の要請に基づく「法律家諮問委員会」の審議
を経て PCIJ 規程第38条の３に明文化された。
これが現在の ICJ 規程第38条１項 cとして受け
継がれている16。同委員会の審議過程および近
代の国際仲裁裁判例に照らすならば、ここで本
来予定された「文明国が認めた法の一般原則」
とは、およそ「ヨーロッパ・キリスト教文明国
の国内法に共通の原則」であると定義できる。
また、その起源はかつてローマ帝国内の市民を
規律していた国内私法としての「ローマ市民法
（jus civile）」に求められる。一般に、ローマ帝
国の発展過程において、キリスト教文化ととも
にローマ市民法がヨーロッパ諸国に普及して
いったと解されている。そして、近代以降の国
際法は、ヨーロッパ公法を中心として発達して
きたために、19世紀から20世紀における「文明
国」とは、かかるヨーロッパ諸国を主に意味し
てきたのである17。近代以降の国際仲裁裁判を

通じて、これらの国内私法原則は私人間の関係
を対等な国家間関係になぞらえる形で援用され、
条約および慣習国際法に次ぐ第３の判決の淵源
として柔軟に用いられて来ていた18。
　このため、法実証主義を採りながらも、ドイ
ツにおいては「文明国が認めた法の一般原則」
は比較的柔軟な受容がなされていることが窺え
る。例えば、連邦憲法裁判所の判決や概説書に
は、「一般国際法上の一般原則（die allgemeinen 
Regeln des Völkerverrecht）」の範疇に「文明
国の国内法に共通な一般原則 die von den 
Kulturvölkern anerkannten allgemeinen 
Rechtsgrundsätze」を入れて解釈する姿勢も
見受けられるのである19。ただし、本来異なる
2つの概念を区別せずに捉えることからは新た
な問題も生じてきており、この点は後述する。

（３）　連邦憲法裁判所による「国際法の一般原
則」の審査手続

　さらに、当該国際法原則を連邦法の構成部分
として認めるべきかという問題が生じた場合、
ドイツでは基本法第100条２項の手続に基づき、
連邦憲法裁判所がその決定を行う。同項によれ
ば、「ある法的紛争において、国際法上のある『原
則（Regel）』が連邦法の構成部分であるかどう
か、およびそれが個々人に対して直接に権利・
義務を生ずるものであるかどうかについて疑義
があるときは、裁判所は連邦憲法裁判所の決定
を求めなければならない」。連邦憲法裁判所は
原審裁判所から案件の移送を受け、疑義のある
「国際法のある原則」が連邦法の構成部分であ
るかどうかについて審査して決定を行う。当該
決定を通じて十分な普遍性が認められた場合、
本原則は優先的な連邦法として、領域住民に直
接的な権利・義務を生み出す20。この意味で第
100条２項と第25条は「訴訟手続上の対応
（prozessuale Gegenstück）」を成している21。
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　同項による手続を連邦憲法裁判所に提起する
ためには、具体的な法的紛争が必要とされる22。
ゆえに、当該問題を提訴する権限は原審裁判所
に限定される。最上級の憲法機関とされる連邦
議会および連邦政府は、同問題を自ら直接に連
邦憲法裁判所に直接提訴することはできない。
もっとも、これらの機関には当該訴訟のあらゆ
る手続段階において、意見陳述の機会は与えら
れている（連邦憲法裁判所法第83条２項２文）23。
　また、基本法第100条２項を通じて連邦憲法
裁判所が審査できるのは、一定の国際法の原則
が連邦法として存在するかどうか、また、それ
が個人に対する権利および義務を生ずるかとい
う点にとどまる24。したがって、同項の手続に
より「国際法の一般原則」としての審査対象と
なるためには、初めに当該法律紛争に国際法上
の疑義が現れることが要件とされる。行政、立
法手続上の疑義および具体的な法律紛争を介さ
ない学問的な論争については、これらを連邦憲
法裁判所に移送することはできない25。なお、
ある具体的な法律紛争において、すでに国内法
律として受容された条約が国際法の一般原則と
一致するかどうかを審査する場合は、第100条
２項の問題とはならない。この場合の事件はす
でに国内法律と基本法との間の問題となってお
り、基本法第100条１項に基づく具体的規範統
制の手続を経ることとなる。
　次に、基本法第100条２項の「国際法の一般
原則」をめぐる決定の主文は、連邦憲法裁判所
法第83条１項に従って述べられる。同条項によ
れば、連邦憲法裁判所は「国際法の原則が連邦
法の構成部分であるかどうか、及び、それが個
人に対して直接に権利・義務を生ずるかどうか
を、その裁判において確定する26」。肯定的な
決定の場合、およそ連邦憲法裁判所は「以下の
国際法の一般原則が存在する。この原則は、連
邦法の構成部分である」と判示する。否定的な

決定の場合には、連邦法としての性質には言及
されずに「…と定める国際法の一般原則は存在
しない」と判示される27。連邦憲法裁判所の決
定主文は「法律としての効力（Gesetzeskraft）」
を有する。この決定主文は連邦法務大臣により
連邦官報に公布される（連邦憲法裁判所法第31
条２項）。
　1949年の基本法制定以来、これまで基本法第
100条2項の手続を通じて下された重要な決定の
件数は多くない。連邦憲法裁判所への2010年ま
での申立件数は、28件である28。同条項に基づ
いて移送手続を始める段階では、ドイツ法主体
と外国法主体との法律関係に起因した条約上の
請求権認容問題が、ほとんどの場合で生じてい
る29。

２．基本法を通じた国際機構への主権委譲

　以上のように、基本法はドイツの憲政史上に
おいて初めて国際法に対して国内法を開く努力
を明文上に規定した。「国際法に対する友好性
原則」に基づく「国際法の一般原則」の実効性
は、訴訟上の対応規定である第25条と第100条
２項を通じて確保されてきた。
　しかし、近年では国際機構とドイツとの間の
意思決定権限をめぐって、「国際法に対する友
好性原則」に関連する問題が議論されてきてい
る。これが顕著となっているのが、人権保障を
めぐるEU法とドイツ基本法との関係である。
なぜならば、ここにはヨーロッパ地域できわめ
て一般性の高い「欧州人権条約」の自動的な国
内執行性が問題とされているからである30。し
たがって、次に人権保障をめぐるEUとドイツ
の間の意思決定権限の問題について、対外的な
国家主権の委譲との関連から法比較的考察を試
みることとする31。その上で、EUに対する主権
委譲問題を通じた、ドイツの「国際法への友好
性原則」をめぐる基礎課題に言及したい。
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（１）　国際機構に対するドイツの主権概念
　一般国際法学上、国家間関係における伝統的
な「国家主権」概念とは、国家の自己保全を前
提とした対外的な国家の独立権として理解され
てきた。この点につき、20世紀の国際連盟期に
は実定国際法の不完全性という観点から、批判
的な検証がなされている。ローターパクト（H. 
Lauterpacht）の指摘によれば、実定国際法学
派は「自足性（self-suffi  ciency）」を主な前提と
する32。ここから国家主権原理が生じ、国際法
において当該主権原理は次のような２つの側面
をもって現れる。第１は、国家について、絶対
性を備えた法的および道徳的価値の実体として
概念的に捉えようとする側面である。これに
よって、実定国際法学が対外的に独立した国家
間関係を前提とすることのみならず、国際法が
合法的に存在するのは、自国の自己保全や発達
に役立つ限りにおいてであることが理由づけら
れる。また、これを受けて、国際慣習や条約に
よって認められた諸規則だけが国際法の排他的
な淵源であるとする、厳格な法実証主義原理と
しての第２の側面が導かれるのである33。
　次に、対外的な国家主権の内容として考えら
れるのが、国家を構成する諸要素である。一般
国際法上、国家を構成する要素としては、領域、
国民としての永久的住民、政府、および外交能
力（国際法を遵守する意思と能力）が挙げられ
る。これら４つの要件がはじめて明示されたの
が、1933年の「国家の権利義務に関するアメリ
カ諸国間条約（モンテビデオ条約）」である。
当該諸要件のいずれが欠けても国家としての独
立性は確保できないという点で、これらは本来
的に他の国家や国際機構に対して委譲すること
のできない国家の至高の利益と解されてきた。
したがって、国際法と国内法との関係は事実上
二元的な効力関係を保ちながら構築されてきた
といえる。

　ただし、国際連盟期の法実証主義的な立場か
らも、国際機構と国家との関係において新たな
法的関係を構築する必要性は指摘されてきた。
この点について、当時、国際法優位の一元論を
主張していたウィーン学派の見解によれば、「国
家法に対しては国際法上の規定に優位性が帰属
する。個々の国家の法秩序は国際法秩序の中で
基礎付けられる。つまり、自らの成立と消滅の
法的な前提を規律し、また自らの権限を空間的、
人的および実態的な観点から決定する国家を、
国際法は定義付けるのである34」。
　特に、ケルゼン（H. Kelsen）による国際法
の捉え方の基礎には「全ての法をひとつの統一
的な法体系として把握しようとする」点で、認
識上の立脚点の統一を前提とする新カント派の
影響が見られる。ケルゼンはボダン（J. Bodin）
の理論にまで遡って、現段階の国際社会では国
家がその本質において主権を有するため、国家
自体が最高の秩序であるとする国家主権理論が
先行している事実を認める。しかし、一方では
徐々に「個々の国家をそれらの権力領域におい
て相反して限定したり、また法主体を互いに調
和させる法秩序として」､「権利の享有主体とし
て考えられていた国家を越えて、当該国を他国
に対して義務づけたり権限を付与したりする国
際法が存在する」。なぜならば、主権概念は時
代と共に徐々に変遷するため、「絶えず増大す
る世界規模の組織が国際法の成立および漸進的
な強化に伴って、超国家的な法的共同体として
存在してきている」からである。したがって、「主
権理論は超国家的権力に対してその観念体系を
委ねなければならない35」。
　第二次世界大戦以前のこうした議論を受け、
大戦後の西ドイツでは1949年の施行の基本法第
24条において、早くも国際機構に対する国家主
権の委譲について規定している。同条によれば、
「連邦は、法律により、高権的権利を国際機関
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に委譲することができる36」。ここにおける「高
権的権利（Hoheitsrechte）」とは、国際機構に委
譲できる主権作用である点で「高権的主権」と
して捉えることができる。よって、従来の包括
的な「主権（Souveränität）」概念は、国際機構
に委譲することのできない、国家の有する最高
で不可分の権力を意味する「絶対的主権
（Souveränität）」として、厳密に把握されるこ
ととなった。こうした国家主権の捉え方は、国
際機構の実効性を確保することに通じるという
点において先駆的な試みであり、後のヨーロッ
パ共同体の設立に強い影響を与えたと解されて
いる37。ただし、高権的主権と絶対的主権を明
確に区分する明確な基準は基本法上で示されて
いない。このことは後にドイツと旧共同体との
間の深刻な権限問題を生じさせることとなった。

（２）　主権委譲の先例としての旧EC
　さて、「欧州連合（European Union, EU）」は、
旧「欧州共同体（European Community, EC）」
を母体として1993年に設立された。東西冷戦を
背景として1958年に設立された旧共同体は、西
欧資本主義諸国の経済統合を目指した地域的国
際機構であった。旧共同体設立の直接的な契機
となったのが、50年のシューマン・プランであ
る。その提唱者であるロベール･シューマン（R. 
Schuman）によれば、同機構設立の基本構想
には民主主義とキリスト教という２つの柱が
あったとされる。ここからは、ヨーロッパがキ
リスト教文化に基づくことを前提にして、同機
構内における政治道徳規範等が捉えられようと
していたことが窺える38。ドイツやフランスに
代表される旧共同体構成国の多くは、「キリス
ト教的文明国」としての旧「文明国（Civilized 
Nations）」に該当するといえよう39。このよう
な背景の下で、旧共同体は機構の目的達成に向
けて独自の法構造を有するに至っている40。

　旧共同体には複数の主要な制度が存在してい
た。これらは、法による市場統合、政治協力お
よび欧州連合の形成という主な３つの次元で捉
えることができると指摘される41。また、旧共
同体法は主に２つの法構造から成り立っていた。
一方は、旧ECの基幹たる３共同体機関の設立
条約および後発加盟国の加盟条約による「第１
次法（Primary Sources）」であり、機構全体
の基礎法を形成した。他方、これら主要３機関
の共同体立法によって形成されたのが、派生法
としての「第２次法（Secondary Sources）」
である42。また、これらの法構造は1987年の「単
一欧州議定書（SEA）」により政治的統合に向
けて改正されていくこととなった。
　これに対して、ドイツでは上述の通り基本法
第24条を通じて対応している。旧共同体は、同
条に基づくドイツの主権委譲の先例といえる。
例えば、EEC 条約第３条では目的達成に向け
た EECの政策について規定されている。特に、
同条 aでは「構成国間の輸入及び輸出に関する
関税及び数量制限並びにこれらと同等の効果を
有する他のすべての措置の撤廃」を定めている。
本来、「税制」は国家の排他的な管轄事項であ
るが、EEC の目的達成に向けてもはやその立
場は維持できなくなった。よって、税制分野に
おける意思決定権限を同機構に委ねた点で、同
分野での高権的主権を国際機構に委譲したと解
することができる43。こうして同機構には、一
定分野において構成国に優先する自らの意思決
権限を与えられるに至った。従来はすべての分
野について排他的に及ぶとされていた国家の意
思決定権が、国家の基本法を通じて実際に一定
程度委譲された先例である点で、旧共同体の実
践はきわめて先駆的であったといえよう。
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Ⅱ　国家主権の委譲問題と「国際法への友好性

原則」の限界

１．EUにおける基本権保障の歩みと主権委譲

問題

（１）　旧ECの基本権保障をめぐる主権委譲問
題

　さて、国際法としてのEC法と構成国の国内
法との関係について、旧共同体は設立当初より
「国内法に対する EC法の優位性の原理」を前
提として掲げ、共同体法の実効性を確保しよう
としてきた。とりわけ EC裁判所（ECJ）は、
その初期の判決を通じて構成国の国内法に対す
る共同体法の優位性を明確に示してきた。この
原理がはじめて判示されたのが、1964年の「コ
スタ対ENEL事件（Costa v ENEL Case）」で
ある44。
　しかし、旧共同体設置後間もなく提訴された
諸事件からは、「ECJ が共同体法の適用の際に
基本的人権の保護を要求されるであろうことは
明らかとなって」いたと指摘される。事実、「主
にドイツやイタリアに関する数多くの事件にお
いて、裁判所は特定の共同体法による構成国国
民の権利侵害の是非を判断するように求められ
ていた」。これに対し、「当初、裁判所はこの争
点について判断を下すことを拒んでいた」とさ
れる。例えば、ECSC 設立条約に関わる初期の
事件において、「裁判所の任務は条約の解釈の
みに留まり、共同体機関の妥当性を判断するだ
けであって、条約における基本権にはなんら関
与するものではない」と判示されている45。
　ECJ が初めて基本権に言及したのは1969年
であり、当時の一判決の傍論においてにすぎな
かった（“Stauder”事件）。ここでは、「その遵
守を確保するEC法の一般原則には、人の基本
権が含まれる」と判示されている46。その後、
74年５月14日の“Nold v Commission”事件に
おいて、裁判所は人権保護の淵源を ｢加盟国に

共通の憲法的伝統｣ のみならず、｢加盟国が共
同で作成し、または署名国となっている国際人
権保護条約｣ にまで求めている47。これは明ら
かに50年の「欧州人権条約」を指すものであっ
た。同人権条約前文は、欧州諸国が「政治的伝
統、理想、自由及び法の支配について共通の遺
産を有」しており、「世界人権宣言中に述べる
権利のいくつかについての集団的実施のために
最初の措置をとる」と述べている。もっとも、
これらの判決は旧共同体に対して積極的な対応
を促すまでに至っていない。
　このような旧共同体の消極的な姿勢に対して、
構成国の不信感は国内裁判所を通じて示される
こととなった48。ドイツの場合、すでに欧州共
同体への西ドイツ加盟の際に、EEC 条約に基
本権保障既定が欠如している点が国内裁判所で
争われていたが、当時の段階では違憲部分の確
認に留まっていた49。これに対し、1974年の西
ドイツ連邦憲法裁判所の決定（solange Ⅰ
Beschluß）は、旧共同体法の根本的な問題点
をより深く追及した点で重要である。本件では、
当時のEC法による貿易規制の違憲性が争点と
なった。同決定では、EC法に基本権規定が含
まれていないために、それができるまでの間は
同憲法裁判所が違憲審査権をもつことができる、
と判示されている50。旧共同体の中心を担って
きた西ドイツによる同決定は、共同体における
法的優位性に対する危機意識を喚起し、基本権
保障分野における機構法の欠缺補充に向けた機
構の真剣な対応を促すこととなった。
　翌75年に、ECJ は欧州人権条約を旧共同体
の基本的人権保護の根拠として、初めて明示的
に判示する（“Rutili v Minisuter of the Interior”
事件）51。同判決を受け、旧共同体の主要機関は、
77年に基本的人権を尊重する旨の共同宣言を
行った52。79年に ECJ は、欧州人権条約が共同
体の人権保護の淵源であり、このことが上記共
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同宣言を通じてすでに証明されていると見なす
に至る（“Hauer v Land Rheinland-Pfalz”事
件53）。さらに、91年に ECJ は欧州権条約が共
同体の基本権保障の主要な淵源であるのみなら
ず、同人権尊重原理に矛盾する措置を受け入れ
ることはできないと判示する54。
　一方、旧共同体による一連の動きに対応して、
西ドイツ連邦憲法裁判所はその後の国内裁判を
通じて機構法への評価を高めつつ、段階的に高
権的主権の範囲を広げる決定を行っていった。
1979年の同裁判所決定では、共同体第１次法に
対する西ドイツの違憲審査権を否定した
（Vielleicht-Beschluß）。これにより、連邦憲法
裁判所の違憲審査権は EEC条約には及ばず、
派生法にまで限定されることになった。86年に
は、EC法による輸入規制法規の違憲性を争点
とした決定において、最も効力の強いEC派生
法である「規則」に対する違憲審査権を放棄し
た（solange Ⅱ-Beschluß）。この段階で、連邦
憲法裁判所は従来の解釈を変更し、基本権規定
を持たない共同体にも実質的に西ドイツの水準
に見合う基本権保障を行えればよいと判断して
いる55。
　さらに、90年に東西統一を果たしたドイツ連
邦共和国では、EU設立条約（マーストリヒト
条約）の発効に先立って基本法第23条 [ 欧州連
合のための諸原則 ] が新設された。同条に基づ
き、「EUは、民主的、法治国家的、社会的及
び連邦的な諸原則並びに補完性の原則に義務づ
けられており、本質的に基本法の基本権保障に
匹敵する基本権保障を有している」ことが認め
られた。そして、「この点について、連邦は、
連邦参議院の同意を得て、法律により高権的主
権（Hoheitsrechte）を委譲することができる」
とされたのである。国内憲法水準でEUが本質
的な基本権保障機能を有していることが、明文
規定で確認された点は重要である56。また、同

時に国内法においても第24条1a 項が新設され、
ドイツ連邦を構成する各ラント（州）による各
隣接州の組織に対する高権的主権の委譲が認め
られることとなった57。

（２）　EUによる基本権保障機能の強化
　旧共同体機構を発展的に引き継ぎ、EUは92
年の「マーストリヒト条約（the Maastricht 
treaty）」に基づいて設立された。一般に「EU
条約（the Treaty on European Union）」と呼
ばれた EU設立条約は、従来の第1次法の上位
に立つ法規範として同機構における事実上の憲
法の役割を担うこととなったのである。同条約
によって機構の一体化に向けた改革を行った結
果、旧 EEC は新たに EC と改称された（EU
条約第 G条A）。同機関では、新たに３つの主
要な政治機関として「理事会（the Council）」、
「委員会（the Commission）」および「欧州議
会（the European Parliament）」が位置づけら
れることとなった。そして、最高意思決定機関
たる「欧州理事会（the European Council）」
の政治的指針に基づいて、主要３機関がそれぞ
れに権限配分された分野で任務を行使すること
となったのである。これを「単一制度枠組（the 
single institutional framework）」といい（第E
条）、独特の権限配分の下で形式上の「機関間
均衡（the institutional balance）」が EC 内で
図られるに至った58。また、連合の目標を定め
た第 B条第３段落では、構成国国民を「連合
市民（Citizens of the Union）」として位置づけ、
連合市民権の導入を通じて構成国の国民の権利
および利益の保護を強化することを明示してい
る。
　また、マーストリヒト条約は初めて基本権保
障に関する規定を設置した59。同条約前文によ
れば、機構設立の前提として「自由、民主主義、
並びに人権及び基本的自由の尊重、及び法の支
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配の諸原則への愛着を確認」する。第F条では、
民主主義に基づく構成国の主体性を明らかにす
るとともに、人権を尊重する旨の規定を初めて
設けている。同条第１項によれば、「連合は、
その統治体系が民主主義の原則に基づくとする
構成国の国家的一体性を尊重しなければならな
い60」。これを受け、同条第２項では「連合は、
欧州人権条約が保障するとともに構成国に共通
な憲法上の伝統に由来する基本的権利を、共同
体法の一般原則として尊重しなければならな
い」と規定されたのである61。
　第１回改正条約たる「アムステルダム条約
（the Amsterdam Treaty）」は99年に発効した。
同条約を通じて、EU条約における機構の基本
権保障機能は強化されている62。旧 F条は、第
６条に改正されている。同条第１項により、「連
合は、自由、民主主義、人権及び基本的自由の
尊重の諸原則、及び法の支配、構成国に共通な
諸原則を基礎とする」と明記された63。旧第 F
条２項は文言の変更なく第６条２項となり、国
家的な同一性または一体性に関する規定が第３
項として新設された64｡ また、第７条が新設され、
共同体の人権保障機能の制度的な強化が試みら
れている。同条第１項では、理事会に「第６条
１項に掲げる諸原則に対する重大かつ継続的違
反の存在を認定すること」を認めた。同条第２
項では理事会を通じて違反国に対して一定の権
利の停止という法的制裁が加えられている。
　次に、99年のケルン欧州理事会において、EU
レベルで保障される基本権は憲章形式で明示的
に固定されるべきである、とする見解が示され
た65。これを受けて設置された「欧州諮問会議
（the European Convention）」による策定作業
を経て、2000年のニース欧州理事会ではEC主
要３機関による「EU基本権憲章（Charter of 
Fundamental Rights of the European Union）」
が宣言されるに至っている66。同宣言は法的拘

束力をもたないものの、将来の基本権保障条約
に向けた重要な道義的指針を示した点で意義を
有していた。
　さらに、03年に発効した第2回 EU改正条約
たる「ニース条約（the Nice Treaty）」により、
EUは抜本的な機構改革に着手することとなる。
これが、EU条約に代わる、新たな基本条約と
しての憲法条約の策定であった67。基本権保障
の点からは、同条約中の「連合の将来に関する
宣言（Declaration on the Future of the Union）」
が重要である。同宣言の23においては、基本権
憲章の地位の問題がEUの将来に関する議論の
中で取り上げられることが明示されている68。

（３）　リスボン条約による基本権保障規定の創
設

　その後、2007年前半の欧州理事会議長国で
あったドイツの主導により、EUは批准の進ま
ない欧州憲法条約の成立を事実上断念する一方
で、その基本的方針を継承してEU条約の大改
正を行い、機構制度改革を進めることとなった。
その結果、09年には第３回目のEU改正条約た
る「リスボン条約（the Lisbon Treaty）」が発
効した69。
　同条約を通じて、EUの複雑な機構構造は一
本化が図られている。従来の EUは、旧 EEC
を引き継いだ経済共同体たる「欧州共同体（the 
European Community, EC）」、政府間主義的な
「共通外交･安全保障政策（the Common Foreign 
and Security Policy, CFSP）」および「警察 ･
刑事司法協力（Police and Judicial Cooperation 
in Criminal Matters, PJCC）」の３構造から成
り立っていた70。これが廃止されるとともに、
EUおよび ECの区別も廃止されて「EU」に一
本化された。これに伴い、総則としての「EU
条約（the Treaty on European Union, TEU条
約）」の名称はそのまま維持される一方で、各
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則としての EC条約は「EU機能条約（または
EU運営条約、the Treaty on the Functioning 
of the European Union, TEU条約）」に改称さ
れることとなった。ただし、２つの条約はそれ
ぞれについて「同一の法的価値（the same 
legal value）」を付与されて存続する。また、
CFSP については、政府間協力を保つ形で総則
および各則ともにEU条約に規定されている。
この意味において、従来の政府間主義は維持さ
れている。
　また、EUの司法制度についても、裁判の迅
速化や管轄権強化に向けた改革がなされている。
新しい体制においては、「EU司法裁判所（the 
Court of Justice of the European Union）」の
総 称 の 下 に、「 司 法 裁 判 所（the Court of 
Justice）」、「総合裁判所（the General Court）」、
および複数の「専門裁判所（specialized courts）」
が含まれることとなった71。
　ここにおいて、改正後のEU条約には基本権
保障に関する大きな改正部分が見受けられる。
まず、「前文」では欧州人権条約前文に対応す
る文言が挿入された。それが「不可侵で奪いが
たい人間の権利、自由、民主主義、平等及び法
の支配という普遍的な価値を発達させてきた、
ヨーロッパの文化的、宗教的、及び人道主義的
遺産から示唆を得て」という一節である72。
　次いで、第２条には「連合の価値（The 
Union’s values）」に関する新たな規定が挿入さ
れた。同条前段では、連合が「人間の尊厳、自
由、民主主義、平等、法の支配の尊重、及び少
数者に帰属する人格的権利を含めた、人権の尊
重に基づいて設立される」とする。また後段で
は、これらの価値が、多元主義、非差別、寛容、
正義、結束及び男女間の平等が普及している社
会に存在する構成国にとって共通である」とす
る73。さらに、目的条項としての第３条（旧第
２条）は大きく変更されている。同条第１項で

「連合の目的は平和、その価値、及び人々の幸
福を促進することである」と定めた。これを受
けて、同条第３項２段では、連合が「社会的排
除及び差別と戦い、社会的正義及び保護、男女
間の平等、世代間の結束、及び子どもの権利の
保護を促進しなければならない」とする74。そ
して、同条第５項では、第１文において「より
広範な世界との関わりから、上記の諸価値及び
利益を支持かつ促進し、また連合市民の保護に
貢献しなければならない」と規定した75。
　次に、改正第６条は基本的に旧第６条を踏襲
しながらも、未発効となった欧州憲法条約上の
関連条項（第Ⅰ部第９条）と深い関連性をもち
ながら規定されている。第６条は「基本的権利
（fundamental rights）」を定め、全体で３項か
らなる76。
　第１項によれば、「連合は2000年12月７日の
基本権憲章が提唱した権利、自由及び原則につ
いて、2007年12月12日にストラスブールで修正
されたことにより、両条約と同価値を有するも
のとして認める（第１段）77。同憲章の規定は、
いかなる場合にも両条約が定義する連合の権限
を越えてはならない（同項第２段）78。同憲章
における権利、自由及び原則はその解釈及び適
用について規律する同憲章第Ⅶ編の一般規定に
従うとともに、同憲章が述べた説明で、これら
の規定の淵源を詳述したものに相当な考慮を
払って解釈されるものとする（同項第３段）79」。
　第２項によれば、「連合は欧州人権条約に加
入する。この加入は両条約が定義する連合の権
限に影響してはならない80」。
　第３項によれば、「欧州人権条約が保障する
とともに構成国に共通な憲法上の伝統に由来す
る基本権は、連合法の一般原則を構成する81」。
　ここにおいて、EU基本権憲章は基本条約の
条文規定としては直接編入されないものの、一
定の法的拘束力を付与されたといえる。また、
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第３項によって、欧州人権条約が保障し、さら
に構成国に共通な憲法上の伝統に基づく基本権
はEU法の一般原則を構成するものとして正式
に認められるに至った。ようやくEU条約は自
らの基本権保障規定を明文として有することと
なったのである。
　なお、リスボン条約の「政府間会議最終文書
（Final Act of the Intergovernmental Conference）」
において、基本権保障との関わりから重要な宣
言がなされている82。
　「１．EU基本権憲章に関する宣言（Declaration 
concerning the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union）」によれば、法的拘束
力を有する同宣言は、欧州人権条約が保障しか
つ構成国に共通な憲法上の伝統に由来するもの
としての基本的人権を確保する。ただし、同憲
章は連合の権限を越えた連合法の適用分野に及
んだり、連合の為に新たな権限又は職務を創設
したり、また諸条約に定義された権限や職務を
修正したりするものではない。EU首脳会議に
おけるリスボン条約調印に先立ち、同基本権憲
章は修正を経て2007年12月に再公布されてい
る83。
　「２．欧州連合条約第６条２項に関する宣言
（Declaration on Article 6 （2） of the Treaty on 
European Union）」によれば、政府間会議は、
連合の欧州人権条約への加入が連合法に固有の
特徴を保持しつつ調整されねばならないことに
合意する。この関連において、同会議はEU司
法裁判所と欧州人権裁判所との間に定期的な意
見交換が存在することを強調する。
　「17．優越性に関する宣言（Declaration 
concerning primacy）」に関して、EU 条約お
よびEU機能条約中にこれを明文化した規定は
存在しない。ただし、同宣言によって政府間会
議は次の内容を確認している。すなわち、十分
に確立されたEU裁判所の判例法に従って、両

条約およびこれらを根拠として連合が採択した
法は、同判例法が規定した諸条件の下で構成国
の国内法に優越する。また、同最終文書の付記
は、EC法の優位性に関する理事会法務部の意
見を加えることにつき、政府間会議が決定した
旨を表している84。

２．国家主権の委譲を通じた「国際法への友好

性原則」の展開と限界

　以上のように、リスボン条約を通じてEUの
基本権保障機能は立法面においても強化される
に至っている。これに対応して、ドイツは EU
に対する高権的主権の移譲可能な範囲を徐々に
拡大しつつある。その一方で、EUの意思決定
に際して構成国の影響力をいかに確保するべき
かという問題は、現在おいても国際機構におけ
る民主主義の確保という点から議論され続けて
いる。したがって、以下ではEU関連条約の批
准をめぐるドイツ連邦憲法裁判所の判決を踏ま
えて、「国際法の友好性原則」の今日的意義と
課題について考察を行う。

（１）　マーストリヒト条約およびリスボン条約
の批准をめぐって

　EU条約に関するドイツ国内裁判の先例とし
ては、設立条約たるマーストリヒト条約の合憲
性をめぐる1993年の判決が重要である（マース
トリヒト判決）。本件において連邦憲法裁判所は、
EUが民主主義原理に基づく国際機構であるこ
とを認めながらも、ドイツの高権的主権の限界
を越えたEU機関の権力濫用行為に対しては、
依然として同裁判所の審査が及ぶと判示した85。
判示によれば、EUへの加盟が民主主義原理と
は矛盾しないものの、その前提として「国民に
由来する正統性と影響力の行使が当該国家連合
の内部においても確保されていなければならな
い」。すなわち、民主主義の原理は主権委譲を
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妨げないものの、前提として「国家結合（Staa-
tenverbund）」としての EU自体が民主的なも
のでなければならない。そして、EUが「高権
的任務を遂行し、そのために高権的機能を行使
するとすれば、これを各国の議会を通じて『民
主的に正統化（demokratische Legitimation）』
しなければならないのは、まず何よりも加盟国
の国民である」。同判決を通じて、ドイツ基本
法第23条の主たる目的が国際機構による国家の
基本原理の侵害防止であることが、改めて確認
されている86。
　さらに、近年ではEU改革条約たるリスボン
条約の批准をめぐり、2009年の連邦憲法裁判所
判決を通じて新たな見解が示されるに至ってい
る（リスボン判決）87。本件では、同条約の批
准による基本法第38条１項の「選挙権」侵害の
有無が、主な争点とされている88。連邦憲法裁
判所は、同条約自体が基本法に違反していると
はいえないとした上で、裁判所の基本姿勢を確
認している。
　すなわち、欧州統合への授権は、基本法がド
イツ憲法秩序に定めているものとは異なる政治
的意思形成の形を許容する。これは、不可譲な
「憲法上の一体性、Identität der Verfassung）」
の境界にまで妥当する。ただし、民主主義的自
己決定及び公権力への平等な参加の原則は、平
和及び統合の任務並びに「国際法への友好性原
則」によっても不可侵とする（第219段）。基本
法は、欧州統合及び国際平和を望んでいるため、
「国際法への友好性原則」のみならず、「ヨーロッ
パ法への友好性原則（Grundsatz der Europa-
rechtfreundlichkeit）」が適用される（第225段）。
基本法はEUに対する高権的主権を委譲する権
利を立法者に委ねている。しかし、この授権は
委譲の際に絶対主権的憲法国家性（Souveräne 
Verfassungsstaatlichkeit）」が「権限付与原則
（das Prinzip der begrentzen Einzelermäch-

tigung）」に従った統合計画を基礎にすること、
同国家性が憲法上の一体性の尊重の下に保護さ
れること、また、構成国自らが責任を負う、生
活関係の政治的及び社会的形成能力を喪失しな
いことを条件とする（第226段）。ゆえに、基本
法は、委譲された権限の行使からEUに対して
さらなる権限が独自に創造されるような高権の
委譲をドイツの国家機関に許容していない。基
本法は「権限的権限（Kompetentzkompetentz）」
の委譲を拒否する（第233段）。権限付与原則は、
ヨーロッパ法上の原則であるのみならず、構成
国国家の一体性を尊重するというEUの義務及
び構成国の憲法原則を受け入れたものである
（第234条）。ヨーロッパ法は条約主体たる構成
国の憲法制定権力を尊重しており、その義務は
憲法の不可譲かつその限りで統合の影響を受け
ない一体性に適合するものである。ドイツ連邦
憲法裁判所は、適宜自らの管轄内において、こ
れらの原則の遵守状況を審査しなければならな
い（第235条）。
　その上で、EUの民主主義は現在の統合段階
で国家類似的には形成されていないと裁判所は
指摘する（第276-297段）。ゆえに、EU法の優
位は、無制限のものとして認められたのではな
く、これまでの判例で確認されている範囲での
適用の優位であり、例外的かつ特別の場合には
裁判所が「権限喩越に基づく統制」および「憲
法上の一体性に基づく統制」を行使しうるとし
た（第331-343段）。そして、高権的主権の種類
及び範囲においても、また自律して行動する連
合権力を組織的及び手続法的に形成する上でも、
EUの形成は民主主義の原則に適合しなければ
ならない（第244段）。
　以上の連邦憲法裁判所の判決からも明らかな
とおり、ドイツは機構統合の進展段階に照らし
て徐々に高権的主権の範囲を広げつつある。と
りわけ、リスボン判決には新たに「ヨーロッパ
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法への友好性原則」という新たな原則が判示さ
れている。これを、従来の「国際法への友好性
原則」の発展的な概念として捉えることができ
よう。ただし、機構への授権は「憲法上の一体
性」を尊重した上で国内判例が認めた範囲に留
まるとされ、「国際法への友好性原則」はドイ
ツによる民主主義的な自己決定および公権力へ
の平等な参加を制約しない範囲で適用されるこ
とが、判例からは窺える。

（２）　EUの民主主義と補完性原則との関わり
から

　これに関連して、EUでは従来から「民主主
義の赤字（democratic defi cit）」と呼ばれる現
象が指摘されてきた89。一般には、普通選挙に
よって選出された議会が行政府を統制すること
が民主主義の制度的保障である。EUの場合、
民主主義の赤字概念は一義的でないものの、お
よそECの政策決定に欧州議会や構成国（加盟
国）議会が十分に統制できていない状態を意味
してきた。そして、これまでのEC内部の運営
においては、むしろ説明責任を負わない理事会
に立法権が委ねられ、加えて提案権を独占する
委員会が過大な政治的権力を有してきた、と批
判されてきたのである。ゆえに、この問題の解
決には国内における民主主義を対外的関係にお
いても貫徹させるか、またはそれが困難な場合
には国家を超えた場における国際的決定に何ら
かの民主的統制を施す手段を確保することが必
要であると指摘されてきた。
　特に、EUと構成国との間の権限関係につい
ては、機構設立後における機構の民主的統制を
めぐる議論として、憲法学における立憲民主主
義的な権力行使のあり方に照らしつつ議論がな
されてきている90。一般に、18世紀後半以降の
市民革命を通じて形成された西欧市民社会では、
市民の自己決定を法的に保障することを旨とす

る私的自治の原則の下で、法治国家が形成され
てきた91。ここにおいて確立したのが、治者と
被治者が同一であらねばならないとする「民主
主義原理」である。この段階の国家において、
個々の市民を自由で自律した人格の担い手とし
て尊重すべしとする価値観は、「個人の尊厳（尊
重）」という立憲民主主義憲法の基本原理とし
て捉えられるに至った。ここにおける不可侵の
個人の人格とは、道徳上の抽象的な内容にとど
まらず、適正な手続きを経て公的に確保すべき
具体的な内容を意味している92。
　また、近代立憲民主主義は個人の尊厳の確保
に向けた補助手段として、「国民の国政参加へ
の保障」を派生原理として導いている。これは
本来、統治権の抑制と均衡を旨とする「権力分
立」原理を徹底させるため、特権階級による制
限選挙を否定して全国民を通じた民主政治の貫
徹を求めるものであった。したがって、現代の
立憲民主主義国家は、個人の尊厳の具体的な内
容である「基本的人権」を保障する手段として、
国家の権力行使に関する最終意思決定権を国民
に与えている。これが「国民主権」であり、個
人の尊厳原理に基づく派生原理である。それは、
２つの要素を含む。第１は、全国民が憲法を承
認するという「正当性の契機」であり、第２は
憲法制定後の権力行使の最終意思決定権を有権
者が掌握するという、「権力性の契機」である93。
こうして、現代の立憲民主主義の観点からは、
統治権の抑制と均衡を旨とする権力分立の貫徹
に向けて、国民主権が捉えられてきたのである。
マーストリヒト判決においても、EUの民主的
正統化にとって最も重要であるのが構成国の影
響力の確保であることが判示されている。
　その一方で、国際法上の民主主義については、
従来から独立した主権国家間の平等という観点
から、主に国連等の国際機構内部における構成
国の平等が論じられてきたにすぎなかった94。



―　　―35

これに対して、欧州共同体設立時より導入され、
現在のEU民主主義を確保する上で重要な鍵を
握ってきたのが「補完性（subsidiarity）の原則」
である95。
　リスボン条約による改正以前、同原則は EU
条約第２条およびEC条約第５条において規定
されていた。また、これを裏づけるものとして、
「加盟国の国家的一体性の尊重」を明記したEU
条約第６条３項が存在した。また、EC条約第
５条によれば、共同体自らの専属的管轄事項を
除けば、その目的達成は構成国主導で行われる。
共同体は自らに与えられた権限と目的の範囲内
でのみ行動しなければならない。その上で、「行
動の目的が構成国によっては十分に達成されえ
ず」、かつその行動の規模または効果に照らし
て共同体がよりよく達成できる場合に限り、共
同体が補完的に行動するとされた。
　そして、リスボン条約によるEU法改正の結
果、民主主義についてはEU条約の第２編とし
て、第９条から第12条までが「民主主義の原則
に関する規定（PROVISIONS ON DEMOCRATIC 
PRINCIPLES）」として新設された。第９条に
よれば、「連合はそのすべての活動において、
市民の平等の原則を遵守し、市民は、連合の各
機関及び各組織から等しく注意を払われる。連
合市民権は、国民が有する市民権に追加される
ものであって、それに代位するものではない96」。
また、第10条は EUにおける「民主主義」を明
示している97。これを受けて、「補完性原則」
は機構の目的と権限を基礎づける法原則として
より明確な位置づけがなされており、同原則に
関する規定がより多く設けられるに至っている。
　本改正により最初に補完性原則が規定されて
いるのは、機構の権限に関する基本原則を定め
た第５条である。同条第１項では、「連合の権
限の限界は権限付与 （conferral） の原則によっ
て規律される98」。「補完性」の文言は、同条第

３項文頭において用いられている。同項第１段
は「連合は補完性の原則に基づいて、自らの排
他的権限に属しない領域において、提案された
行動の目標が構成国によっては中央又は地域及
び地方水準では十分に達成しえず、規模又は提
起された行動の実効性を根拠に、むしろ自らに
よって当該目的が達成しうる場合においてのみ
行動しなければならない」と定める99。
　また、今回の改正で注目されるのは、EUの
目的達成に関わる「比例性（proportionarity）」
原則の位置づけである。これまで同原則は補完
性原則に続く形で規定されてきた100。しかし、
新たな第３条（連合の目的）において、まずは
比例性原則が明示されている。同条第６項によ
れば、「機構は、諸条約中に自らに与えられた
権限に比例した適切な手段を通じてその目的を
追求する」と定める101。また、同規定に対応し
た表現が、第４条および５条にも見られる。機
構および構成国間の権限を定めた改正第４条１
項によれば、「第５条に従って、連合に与えら
れない権限は構成国に残るものとする102」。補
完性原則に基づくEUの権限内容が示される以
前に、目的に応じた手段の必要性を説く比例性
原則が規定された点は、段階的に強化されつつ
あるEUの権限を窺わせるものである。
　その上で、第５条３項２段によれば「連合の
諸制度は、補完性及び比例性の原則の適用に関
する議定書に規定された補完性の原則を適用し
なければならない。国内議会は、当該議定書に
述べられた手続きに従って当該原則の遵守を確
保しなければならない103」。これは、EUのみ
ならずその構成国にも、補完性原則の実効性確
保を義務づけたものといえる。そして、同条第
４項では「比例性原則に基づき、連合の行動の
内容及び形式は、諸条約の目標達成に必要な程
度を超えてはならない」と規定する104。
　なお、前掲リスボン判決においても、補完性
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原則に関連した判示がなされている。すなわち、
連合水準で権利保護が行われない場合、連邦憲
法裁判所は欧州機関の法的行為が共同体法及び
連合法の補完性原則を遵守し、権限付与原則に
従って付与された自らの高権的主権の範囲内に
あるのかを審査する。さらに、同裁判所は、基
本法第23条１段及び関連する第79条３項に基づ
く基本法上の憲法一体性の不可侵的な核部分が
保護されているかを審査する。憲法上の要請で
ある同審査権限は、基本法における「ヨーロッ
パ法への友好原則」に従って行使されるもので
あり、ゆえに「誠実な協力の原則（Grundsatz 
der loyalen Zusammenarbeit）」に反するもの
ではない（第240段）。

（３）　EUにおける国内法原則の援用との関わ
りから

　また、EUにおける民主主義に関連して、国
際機構に対する構成国の意思決定権限の問題は、
同機構の各機関相互間における権限問題にも影
響しているといえる105。本稿との関わりからは、
以下の点を指摘しておきたい。
　EU機関相互における意思決定権限の問題は、
すでに旧共同体設立時の立法権限をめぐる議論
においても顕著に見受けられる106。同機構と各
構成国との権限関係には不明瞭さが多く残され
ていた。特に、旧共同体の立法を定立する段階
において、同機構内のいずれの機関に対しても
立法権限を明確に付与できなかった点は、強く
指摘されるところであろう。この点に関して、
「欧州共同体の設立に際して、一方で政治的に
は欧州議会に対して真の立法権限を帰着させる
ことについて合意できず、しかし他方では共同
体立法機関─閣僚理事会およびEC委員会─に
対してこのような権限の充足を指示することも
できなかったので、同時に何らかの実効的な統
制機関を設立せずに裁判所による厳格な事後審

査が想起されたのである」と指摘されている107。
したがって、不十分な権限しか付与されなかっ
た旧共同体の意思決定機関に代わり、司法機関
たる ECJ が法実務による事後審査を通じて共
同体法の欠缺を補充しつつ、機構法の実効性を
確保してきたといえるのである108。
　さらに、機構法の欠缺を補充する際にも、そ
の援用法規の形式をめぐって問題点が指摘され
てきた。旧共同体は、第１次法と第２次法によっ
て規律できなかった法分野について、ECJ が
積極的に用いてきたのが、「法の一般原則（general 
principles of law）」という表現である。ここに
おいて留意すべき点として、EUでは「文明国
が認めた法の一般原則」と「国際法の一般原則」
とが区別されずに、総じて「法の一般原則」と
いう表現の下で両者の法概念が包括されている
ことが挙げられる。その意味で、共同体におけ
る「法の一般原則」概念は、およそ ICJ 規程第
38条１項 cにおける「文明国が認めた法の一般
原則」に対応しつつも、より適用範囲を広げた
概念として捉えることができよう109。特に、ロー
マ市民法という共通した法文化を背景として、
国内私法原則を援用してきた点については、
EU法の形成のみならず欧州の地域的国際法の
形成に寄与するものとして一定の評価が得られ
よう110。
　しかし、一方で国内公法原則を「法の一般原
則」として援用することについては、特に人権
保障とのかかわりから少なからず問題点が指摘
されてきた111。それは、法の一般原則概念自体
に内在する抽象性に深く関わる。一般に、私的
自治を旨とした私法とは異なり、公法は国家統
治権の恣意的な発動を抑制する必要性から、厳
密に実定法で規律されるべき法分野である。特
に、自由権的基本権は国家以前の権利であって、
厳密に実定法が規律すべき公法分野に属する。
ゆえに、これまで「法の一般原則」は、権利濫
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用の禁止や法的安定性といった統治権の発動の
ための行為基準としての役割にとどまってきた
のであり、本来「人権の分野は極めて抽象的な
法の一般原則のカテゴリーには含まれない」と
も指摘されている112。事実、ECJ の裁判例の中
には、「法の一般原則」を判決の直接的な淵源
としたために、判示における明確性や客観性が
疑問視されるものも存在する113。
　本来、実定国際法学における「国内法原則」
の援用は、適用法規不在による裁判不能を回避
することが目的であった。この点で、抽象的な
国内法原則概念への過大な依存は、独立した主
権国家の合意に基づく実定国際法学の理論的前
提に矛盾するものである。それと同時に、紛争
当事者間における様々な利害関係が、より直接
的な形で援用法規に影響することとなろう114。
実際に、EU法における「文明国が認めた一般
原則」と「国際法の一般原則」という２つの相
異なる概念の混同は、「構成国の国内法に共通
の原則」と「EU法に共通の原則」との新たな
対立を生じさせることによって、機構の民主主
義に関連する問題を少なからず生じさせてきた
といえる。
　今日、一般国際法上の「文明国が認めた法の
一般原則」については、様々な観点から新たな
理論的位置づけが試みられてきている115。しか
し、現在でも、同原則が国際裁判にのみ適用範
囲を限定された、条約と慣習国際法に次ぐ法的
な判断基準であるという事実は一貫している。
これに照らすならば、依然として同原則の「主
な機能は、頻繁に適用される法の淵源としてよ
りも、むしろ残しておくべき『安全弁（safety-
valve）』という点にある」といえよう116。これ
らの議論を踏まえるならば、EU条約は、現在
においても個別具体的な人権規定を有しておら
ず、欧州人権条約の内容を包括的に「法の一般
原則」として認めるにとどまっている点で、今

後も更なる見直しが必要とされるといえよう。

小　結

　基本法はドイツの憲政史上はじめて、国際法
に対して国内法を開く努力を法原則として明文
上に規定した。その基本概念である「国際法に
対する友好性原則」は、「国際法の一般原則」
という形で基本法第25条に明文化され、今日で
は「ヨーロッパ法への友好性原則」へと発展し
ながら、訴訟上の対応規定たる100条２項を通
じてその実効性が確保されてきた。これまでこ
の手続きを通じて重要な決定がなされてきた事
実に照らすならば、普遍性をもつ国際法原則を
尊重しかつ受容してきた戦後ドイツの基本姿勢
を窺うことができる。その一方で、個々の条約
規定については、第59条２項に基づき新たな国
内立法措置を経て実施されてきた。この点では、
EU条約も含め、国内において慎重な条約実施
姿勢がとられてきたといえる。ただし、近年の
財政危機問題に代表されるように、域内におけ
る重要な諸問題に対応する上で、さらにEUは
意思決定権限を拡大する必要性に迫られつつあ
る。この点で、リスボン条約を通じてより一般
性を備えつつある欧州人権条約の効力について
は、その自動執行性の問題等も含めて、「国際法」
および「ヨーロッパ法」への友好性原則と高権
的主権との関連から今後とも検討される必要が
ある。
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内裁判所に属する（第215条１段）。したがって、ECJ の
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